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 教育職員免許状に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月30日 

                                     佐賀県教育委員会教育長  甲  斐  直  美    

佐賀県教育委員会規則第５号 

   教育職員免許状に関する規則の一部を改正する規則 

 教育職員免許状に関する規則（平成２年佐賀県教育委員会規則第12号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（免許状の書換え又は再交付の出願） （免許状の書換え又は再交付の出願） 

第13条 略 第13条 略 

２ 前項第２号の場合において、免許状の紛失を理由とするときにあ

っては、紛失届（様式第13号の２）を、免許状の汚損又は破損を理

由とするときにあっては、当該免許状を添付しなければならない。 

２ 前項第２号の場合において、免許状の汚損又は破損を理由とする

ときにあっては、当該免許状を添付しなければならない。 

 

 

 

様式第３号中                                      を                  

      

      

      

 

      

                   に改める。 

      

 

 

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

」 

「 小学校入学から記載し、学校の名称欄には学校名を略することなく記入し、 

卒業・修了の別も記入してください。また、大学・高専・実業高校にあって 

は、学部・学科・専攻科の名称を併記してください。 

の名称欄には学校名を略することなく記入し、 

さい。ただし、高等学校を卒業していない者 

いて高等学校を卒業した者と同等以上の資格 

入してください。また、大学・高専・実業高 

攻科の名称を併記してください。 

「 

」 

高等学校入学から記入し、学校 

卒業・修了の別も記入してくだ 

については、文部科学大臣にお 

を有すると認められたことを記 

校にあっては、学部・学科・専 
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改正前 改正後 

様式第４号（第４条、第５条、第８条、第10条、第11条関係） 様式第４号（第４条、第５条、第８条、第10条、第11条関係） 

 略 

責 任 感  

長 所 ・ 短 所  

 略 
 

 略 

責 任 感  

  

 略 
 

備考 略 備考 略 

様式第13号を次のように改める。 



3 

様式第 13 号（第 13 条関係） 

※ ※ 

教育職員免許状再交付願 

 

  年  月  日 

佐賀県教育委員会 様 

 

                                                 氏  名                      

 

私は、下記のとおり教育職員免許状を紛失（破損・汚損）したため、再交付してくださ

るようお願いします。 

記 

１ 本籍、現住所、勤務先等 

 
本 籍                都・道・府・県 

勤 務 先   

ふりがな 

  氏  名 

 （旧  姓
ふ り が な

） 

（通 称 名
ふ り が な

） 

現住所 

 

 

 

（電話）              年  月  日生  

２ 紛失（破損・汚損）した免許状 

 
免許状の種類 

教科、事項 

及び領域名 
番      号 授与年月日 

 

  第   号  

  第   号  

  第   号  

  ３ 紛失（破損・汚損）した理由 

 

 

 ４ 再交付を必要とする理由 

 

 

佐賀県収入証紙貼付欄 

備考 

１ ※印の欄は、記入しないでください。 

２ 手数料は、佐賀県収入証紙で納入してくだ

さい。 

３ 旧姓及び通称名は、免許状に記載がある場

合にのみ記入してください。 
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様式第13号の２を削る。 

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

様式第14号（第14条関係） 様式第14号（第14条関係） 

略 略 

免 許 状 の

種 類 

教科、事項

又は領域 
番 号 授与年月日 授与権者 

   第   号   

   第   号   

   第   号   
 

免 許 状 の

種 類 

教科、事項

又は領域 
番 号 授 与 年 月 日 

   第   号  

   第   号  

   第   号  
 

注 略 注 略 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の教育職員免許状に関する規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用する

ことができる。 

 

 

 


